
別紙１ 

 

競争的研究費においてプロジェクトの実施のために雇用される若手研究者の自発的な研究活動

等に関する実施要領 
 

 

１．趣旨 

「競争的研究費においてプロジェクトの実施のために雇用される若手研究者の自発的な研究

活動等に関する実施方針（令和２年２月１２日付け競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合

わせ）」（別紙２）に基づき、若手研究者の育成・活躍機会の創出及びキャリアパスの形成のため、

本学における各競争的研究費制度で雇用される若手研究者について、雇用されているプロジェク

トから人件費を支出しつつ、当該プロジェクトに従事するエフォートの一部を、プロジェクトの

推進に資する若手研究者の自発的な研究活動や研究・マネジメント能力向上に資する活動（以下、

「自発的な研究活動等」という。）に充当することを可能とする実施方法等を本要領で定める。 

 

２．本要領の適用開始日 

令和２年１０月９日から本要領の適用を開始する。 

 

３．対象とする競争的研究費制度 
各競争的研究費制度とするが、詳細については各競争的研究費制度の公募要領等において、雇用

される若手研究者の自発的な研究活動等に関する実施が明記されているかを確認すること。 
 

４．対象者 

本実施要領の対象者は、原則として以下の全てを満たす者とする。 

（１）40 歳未満の者（ただし、競争的研究費制度の各制度の特性に応じ、40 歳以上も対象とな

る場合があるので、各競争的研究費の公募要領等に記載されている対象者を確認すること）  

（２）研究活動を行うことを職務に含む者 
 

５．実施条件 
原則として以下の全ての条件を満たすこととする。 

（１）プロジェクトで雇用されている、対象者に記載されている条件の研究者（以下、「若手研

究者」という。）が自発的な研究活動等の実施を希望すること  

（２）本学における当該プロジェクトの研究代表者等（研究分担者として当該プロジェクトを受

け入れている場合も含む。以下、「研究代表者等」という。）が、当該プロジェクトの推進

に資する自発的な研究活動等であると判断し、若手研究者が所属する部局の長が認めるこ

と  

（３）研究代表者等が、当該プロジェクトの推進に支障がない範囲であると判断し、若手研究者

が所属する部局の長が認めること（当該プロジェクトに従事するエフォートの 20％を上限
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とする）  

 （４）若手研究者が自発的な研究活動等の実施に必要な経費（当該若手研究者の人件費を除く）

は、雇用されているプロジェクト以外の経費を充てるものとする。 

 
６．従事できる業務内容 
上記の５．実施条件の全ての条件を満たした上で従事する自発的な研究活動等とするものとする。 
なお、申請が必要な従事できる自発的な研究活動等については、若手研究者が自ら獲得した研究

費における研究活動に限定するものとする。 
 

７．若手研究者の募集 

研究代表者等の部局は、当該プロジェクトの実施のために若手研究者を募集する際に自発的な研

究活動等が可能であることや当該プロジェクトの遂行に支障がないと判断するエフォートの目

安を示すものとする。 
 

８．申請方法等 

本実施要領に基づく自発的な研究活動等の申請方法等については、以下のとおりとする。 

 

（１）申請方法  
研究代表者等は、若手研究者より自発的な研究活動等を行いたい旨の申告があった場合は、「当

該プロジェクトの推進に資する自発的な研究活動等であること」及び「当該プロジェクトの推進

に支障がない範囲であること」を確認し、若手研究者が所属する部局に別添の「自発的な研究活

動等承認申請書」を提出するものとする。 

 

（２）所属部局における承認 

若手研究者が所属する部局は、研究代表者等から「自発的な研究活動等承認申請書」の提出があ

った場合、上記の実施条件に記載されている（１）、（２）及び（３）の括弧書きに記載されてい

る「当該プロジェクトに従事するエフォートの 20％を上限とする」に該当することを確認し、研

究代表者等に当該申請の結果を通知するものとする。 

なお、部局において、研究代表者等に通知する当該申請結果を他の方法で代用することも可能と

するものとする。 

 

９．活動報告 
若手研究者は、自発的な研究活動等における活動期間中の毎年度終了時、及び活動期間終了時に、

研究代表者等に活動内容等の報告をする。 

研究代表者等は、若手研究者から上記の活動内容等の報告があった場合、別添の「自発的な研究

活動等活動報告書 」を若手研究者が所属する部局に提出する。 

なお、若手研究者の自発的な研究活動等が他の研究費を獲得して行った活動となる場合は、当該

制度の実績報告等をもって本報告の活動内容・成果に代えられるものとし、当該制度の実績報告



等の提出期限までに報告することとする。 

 

１０．活動の支援、承認取消 
研究代表者等は、若手研究者の自発的な研究活動等について、必要に応じて、実施状況を把握し

当該研究活動等を支援するとともに承認された当該研究活動等が適切に実施されるよう助言を

行う。  

なお、当該研究活動等が上記の実施条件に違反していることが確認された場合には、若手研究者

が所属する部局は、研究代表者等と相談の上、年度途中でも当該研究活動等の承認を取り消すこ

とができる。 



                                             令和２年●●月●●日 
 

●●●研究科長 殿 

 

                  所属研究室名：●●● 

                  研究代表者等の職名・氏名：教授・●●● 

 

            自発的な研究活動等承認申請書 

 

 以下のプロジェクトにおいて、以下の者が自発的な研究活動等を行うことを希望したため、内

容等を確認した結果、当該プロジェクトの推進に資する活動であり、また支障がないと判断した

ことから申請します。 

 

＜プロジェクトについて＞ 

・競争的研究費制度の事業名：ＪＳＴ・戦略的創造研究推進事業 ＣＲＥＳＴ（チーム型） 

・プロジェクト名（研究課題名）：●●●の研究開発 

・研究期間：令和２年４月１日から令和５年３月３１日まで 

・氏名（※自発的な研究活動を希望する者）：▲▲▲ 

・本プロジェクトでの雇用期間：令和２年４月１日から令和５年３月３１日まで 

・本プロジェクト内で行う研究活動のエフォート：８０％ 

 

 

＜自発的な研究活動等について＞ 

・活動名：科学研究費助成事業 若手研究 

・活動期間：令和２年１０月１日から令和４年３月３１日まで 

 ※上記活動からの人件費（給与・報酬等）の受給はない。 

・活動内容：日本学術振興会が公募している科学研究費助成事業 若手研究に採択されたたため

当該研究課題に係る研究を行いたい。 

       研究内容は、○○○・・・ 

 

 

・本プロジェクト との関連性：○○○・・・ 

 

 

・自発的研究活動等 のエフォート：８％ 

 

※1 若手研究者は、自発的な研究活動等を実施する前に手続きを行う。  

※2 複数の自発的な研究活動等を申請する場合は、自発的な研究活動等ごとに記載する。 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

（承認欄） 

 

上記のとおり申請のあった自発的な研究活動等承認申請書について 

 

・承認いたします  ・承認いたしません 

承認しない理由： 

令和２年●●月●●日 

 

                 所属部局長名：●●●研究科長 

記 入 例 



                                               令和３年３月３１日 
 

●●●研究科長 殿 

 

 

                  所属研究室名：●●● 

                  研究代表者名等の職名・氏名：教授・●●● 

 

 

            自発的な研究活動等活動報告書 

 

 

令和２年●●月●●日で承認された自発的な研究活動等について、以下のとおり活動内容等を

報告します。  
 

＜プロジェクトについて＞ 

・競争的研究費制度の事業名：ＪＳＴ・戦略的創造研究推進事業 ＣＲＥＳＴ（チーム型） 

・プロジェクト名（研究課題名）：●●●の研究開発 

・研究期間：令和２年４月１日から令和５年３月３１日まで 

・氏名（※自発的な研究活動を希望する者）：▲▲▲ 

・本プロジェクトでの雇用期間：令和２年４月１日から令和５年３月３１日まで 

・本プロジェクト内で行った研究活動のエフォート：８０％ 

 

＜自発的な研究活動等について＞ 

・活動名：科学研究費助成事業 若手研究 

・活動期間：令和２年１０月１日から令和４年３月３１日まで 

 ※上記活動からの人件費（給与・報酬等）の受給はない。 

・活動内容・成果（本プロジェクトとの関連性については後述）： 

 ○○○・・・ 

 

 

・本プロジェクト との関連性：○○○・・・ 

 

 

・自発的研究活動等 のエフォート：１６％ 

 

 

※ 複数の自発的な研究活動等を実施している場合は、自発的な研究活動等ごとに記載する。 

記 入 例 



※あくまで標準的な事務処理フローであり、部局において運用を変更することは可能。

若手研究者の新規雇用と合わせて自発的研究活動を申請する
場合

若手研究者が雇用期間中で今まで自発的研究活動として他の
経費で人件費を負担していた経費をやめ、その経費を自発的
研究活動として申請する場合

若手研究者が雇用期間中で雇用経費に変更がなく、新たに自
発的な研究活動として申請する場合

若手研究者、研究代
表者等

部局外部資金担当

部局人事担当

競争的研究費で雇用される若手研究者の自発的研究活動申請の事務処理フロー

自発的研究活動

申請書

自発的研究活動

申請書

自発的研究活動

の承認書の写し

①自発的研究活動申請書

を作成し、部局外部資金

担当へ提出

②研究代表者等から提出

のあった自発的研究活動

申請書の内容を確認。

④外部資金担当から情報

共有のあった自発的研究

活動の承認書について、

対象者の情報を把握する。

③提出のあった自発

的研究活動申請書の

内容に問題がない場

合は、研究代表等へ

承認書を発行し、人

事担当に情報共有を

する。

自発的研究活動

の承認書

自発的研究活動

の承認書

自発的研究活動

申請書

①自発的研究活動申請書

を作成し、部局外部資金

当へ提出

自発的研究活動

申請書

自発的研究活動

の承認書

自発的研究活動

の承認書

※雇用申請書は、別途

部局人事担当に提出。

※雇用変更申請書は、

別途部局人事担当に

提出。

自発的研究活動

申請書

①自発的研究活動申請書

を作成し、部局外部資金

当へ提出

自発的研究活動

申請書
自発的研究活動

の承認書

自発的研究活動

の承認書

②研究代表者等から提出

のあった自発的研究活動

申請書の内容を確認。

③提出のあった自発

的研究活動申請書の

内容に問題がない場

合は、研究代表等へ

承認書を発行し、人

事担当に情報共有を

する。

自発的研究活動

の承認書の写し

④外部資金担当から情報

共有のあった自発的研究

活動の承認書について、

対象者の情報を把握する。

②研究代表者等から提出

のあった自発的研究活動

申請書の内容を確認。

③提出のあった自発

的研究活動申請書の

内容に問題がない場

合は、研究代表等へ

承認書を発行し、人

事担当に情報共有を

する。

自発的研究活動

の承認書の写し

④外部資金担当から情報

共有のあった自発的研究

活動の承認書について、

対象者の情報を把握する。


